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　不妊や不育症治療に取り組まれているご夫婦を支援するため、特定不妊治療、一般不妊治療、不育症治療につ
いて治療費の一部を助成しています。所得制限を撤廃し、より多くのご夫婦を支援できるよう拡充しました。

◎特定不妊治療・・・体外受精及び顕微授精
◎一般不妊治療・・・タイミング法及び人工授精など
◎不育症治療・・・妊娠しても流産や死産を繰り返す場合の検査・治療

不妊・不育症治療費の一部を助成をします

①県の特定不妊治療の助成を
受けた夫婦（事実婚を含む）
②治療期間の初日における妻
の年齢が43歳未満

　　など

①一般不妊治療を受けた夫婦
（事実婚を含む）
②一般不妊治療の開始時にお
いて妻の年齢が43歳未満

　　など

①不育症治療を受けた夫婦
　（事実婚を含む）
②不育症治療の開始時において
妻の年齢が43歳未満

　　など

指定医療機関で受けた医療保
険適用外の特定不妊治療に要
した費用（特定不妊治療に至
る過程において精子を採取す
るための手術も含む)

医療機関における一般不妊治
療に要した費用に係る本人負
担額（保険適用・適用外は問
いません）

医療機関における不育症の治療
費等（検査料を含む）に係る本
人負担額（保険適用・適用外は
問いません）

40歳未満　６回まで
40歳以上43歳未満　３回まで

１月から12月までの診療分で、
連続する2年度

１月から12月までの診療分で、
通算で5年度

１回あたり上限10万円
（治療内容によっては５万円）

１年度あたり上限５万円 １年度あたり上限10万円

対　　象
（主な要件）

対 象 費 用

助 成 回 数・
助 成 年 度

助 成 額

（助成内容）

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

この記事の全般については　　    　　こども課　育児支援係　☎492-9155
県の特定不妊治療費助成については　加古川健康福祉事務所　地域保健課　☎422-0003
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　または兵庫県ホームページ 検索兵庫県　特定不妊治療

特定不妊治療 一般不妊治療 不育症治療

※いずれも急患を
　受け付けますの
　で、不急の人は
　ご遠慮ください。

加古川夜間急病センター
　　　☎431-8051 （年中無休）

診療時間　内　科　21：00～翌朝6：00
　　　　　小児科　21：00～24：00

加古川歯科保健センター
　　　☎431-6060

診 療 日　日曜日、祝日、年末年始
診療時間　 9 ：00～12：00（受付は11：30まで）
　　　　　13：00～17：00（受付は16：00まで）

東播磨圏域小児救急医療電話相談
　　　☎078-937-4199 相談時間　20：30～23：30（毎日）

相談時間　平日、土曜日 18：00～翌朝８：00
　　　　　日曜日、祝日、年末年始   8：00～翌朝８：00

兵庫県子ども医療電話相談
　　　☎078-304-8899
　　　（プッシュ回線　＃8000）

子どもの急な病気やけがなどの相談に看護師などが応じます。

救
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稲美町国民健康保険加入の皆様へ
医療機関の適正受診にご協力ください

　病気やけがで医療機関にかかる場合、国民健康保険被保険者証を提示し、下記の表に示す自己負担額を支払うこと
で診療を受けることができます。残りの費用は、国民健康保険が負担します。
　国民健康保険が負担する費用は、加入者の皆さんの保険税、国や県、町の財源により賄われています。皆さんの適
正受診へのご協力をお願いします。

医療費の自己負担割合

１．かかりつけ医を持ちましょう 
　病気になったとき、日頃の健康に不安を感じたときに相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう。気になること
があったら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

２．健康診断や検診を受けて、病気の早期発見・早期治療に努めましょう
　生活習慣病など自覚症状が現れにくい病気については早期発見が重要です。早めに治療を開始すれば、治療期間も
医療費も少なくて済みます。特に40歳以上の人は、「特定健康診査」や「がん検診」、「人間ドック」などを毎年受診し、
健康状態の把握に努めましょう。
　稲美町国民健康保険加入の40歳以上の人には、がん検診自己負担額が無料になるクーポン券（胃がん・肺がん・大
腸がん・乳がん・子宮がん検診、６月郵送予定）を発行しますので、ぜひご利用ください。
　また、人間ドックの費用に対する助成も行っています。
　令和３年度からは、加古川総合保健センター、私立稲美中央病院、加古川中央市民病院に加え、大西メディカルク
リニックでも人間ドックの助成が受けられます。詳しくは、住民課保険年金係までお問い合わせください。
問合先　住民課　保険年金係　☎492-9135

70歳以上74歳以下

義務教育就学～69歳以下
義務教育就学前

現役並み所得者
一般世帯・住民税非課税世帯

自己負担割合
３割
２割
３割
２割

区　　分

国 民 年 金 情 報
学生納付特例制度について

　本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の国民年金保険料（令和３年度は月額16,610円）の
納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。
　申請時点から２年１カ月前までの期間について、さかのぼって学生納付特例を申請できます。

申請期間　４月１日（木）～随時受付（早めに申請してください）       
問 合 先　住民課　保険年金係　☎492-9135　　加古川年金事務所　☎427-4740   

①承認期間中の一定以上の障害など不慮の事態には、障害基礎年金等が支給されます。 
②承認期間は、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されない
　期間になります。
③承認期間は、10年以内であれば、さかのぼって納めること（追納）ができます。
　（承認を受けた年度以降３年度目からは当時の保険料額に加算がつきます）

４月（または20歳到達月）から翌年の3月まで　（年度ごとに申請が必要です） 

承認（却下）通知を本人あてに送付します。

◎昨年度猶予され今年度も在学予定の場合　→　『ハガキ形式』の学生納付特例申請書が届きましたら、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要事項をご記入のうえ、返送してください。
◎初めて申請する場合など　→　「学生証」または「在学証明書」をお持ちのうえ、住民課に申請して
　　　　　　　　　　　　　　　ください。（注）
（注）「学生証」は令和３年度に有効なもの、「在学証明書」は令和３年４月１日以降に発行されたもの
　　  を添付してください。

本人の所得が一定以下で、保険料を納めるのが困難な学生

承認内容

承認期間
審査結果

申請方法

学生本人の前年所得が128万円以下（失業等による特例制度もあります）所得基準
対　　象

お問合せ先 

シェリー音楽教室 稲美校 

所在地：株式会社 林工務店 １階 多目的室 稲美町中一色８１９－７ 

TEL：080‐4302‐2150（奈須野・国立音楽大学卒）        

 

 
 
 
      

  
                
 
 
 
 
 
                 

  
 
 

  

音楽教室ー音楽

教室 

 

ピアノ・作曲レッスンも生徒募集中です 

お母さんと一緒に、音楽感性や集中力・運動能力・自己表現も楽しく育みます。 

０才からの親子リトミック教室です。生のピアノの音を聴きながら、幼児期に良い耳を育てましょう！ 

教室ＬＩＮＥ＠ 楽しいイベント情報配信や 

お申込みはこちらから♪お友達とうろくしてね♪

♪ 
リトミック教室へおいでよ！ 

 

０・１・２・３・４さいのみんな～♪ 

 

シェリー音楽教室
室 

♪楽しいイベント盛りだくさん 

体験レッスン受付中！ 

 体験レッスン受付中！ 

所在地：天満小学校から徒歩５分（フーディーズいなみの近く）

お申し込みはこちらから ♪お友達 とうろくしてね ♪
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